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境界確定管理システムと地籍調査境界確定管理システムと地籍調査

豊中市の豊中市のGISGIS

・もったいない

データの有効活
用（無駄な仕事
をしない）

業務の効率化(時間
を無駄にしない）

GIS構築のキーワード

・せっかち

他部局とのデータ
の共有

もったいない



豊中市の豊中市のGISGIS

・もったいないGIS構築のキーワード

・せっかち

せっかち

住民を待たせな
い

業務の効率化(時
間を無駄にしな
い）

目的

豊中市の豊中市のGISGIS

・もったいない

・早くて便利に使う

・仕事を楽にする

GIS構築のキーワード

住民サービス

・いろいろな業務に
使う

GISはツールであり
構築することが目
的

・せっかち



豊中市の基準点・道路境界確定・豊中市の基準点・道路境界確定・GISGIS
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豊中市の基準点・道路境界確定・豊中市の基準点・道路境界確定・GISGIS
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導入の経緯

Ｓ４９より道路区域確定業務実施

Ｈ３区域確定業務の問題点解決のため道路台帳システム構想

（問題点）

 基準点精度

 成果（基準点及び境界点、立会結果等）の管理

１～３級基準点 ２１５６点、４級基準点 ９，０００点、

道路境界点 ８５，０００点

 成果の利活用

 道路台帳平面図の更新（精度の劣化）

Ｈ５地域情報化計画策定に基づきＧＩＳ導入検討

Ｈ８道路台帳システム稼働

Ｈ９基本図（白地図）データベース稼働

GISGISシステムによる管理システムによる管理

道路境界確定過年度実績道路境界確定過年度実績

明治成果 ４９<1974> ・永楽荘　・春日町　・宮山町　・桜の町

明治成果 ５０<1975> ・永楽荘　・春日町　・宮山町

明治成果 ５１<1976> ・待兼山　・清風荘

明治成果 ５４<1979> ・桜の町・柴原町・長興寺南北・南桜塚

明治成果 ５５<1980> ・刀根山・刀根山元町・北南桜塚・寺内

明治成果 ５６<1981> ・中桜塚・南桜塚

明治成果 ５７<1982> ・上野東・上野西

明治成果 ５８<1983> ・上野東・上野坂

明治成果 ５９<1984> ・千里園・本町

明治成果 ６０<1985> ・本町・岡上の町・岡町・玉井町・末広町

明治成果 ６１<1986> ・東豊中町・立花町・箕輪

明治成果 ６２<1987> ・東豊中町・赤阪１丁目・栗ケ丘町

明治成果 ６３<1988> ・熊野町・旭丘・東寺内町

明治成果 １<1989> ・緑丘

明治成果 ２<1990> ・夕日丘・刀根山

明治成果 ３<1991> ・岡町北・岡町南・宝山町・山ノ上町

平成成果 ６<1994> ・原田元町

平成成果 ７<1995> ・原田元町

Ｈ７成果 10<1998> ・向丘



1級基準点配置図と成果表

道路区域確定業務のための１級基準点設置

道路区域確定図面（アナログ）道路区域確定図面（アナログ）



市有地と私有地との土地の境界を明示する。

市有地

道路管理課

公園課

教育委員会や管財課

・道路

・公園

・学校など公共施設

他市では 豊中市では

資産活用部
土地活用課

境界確定とは境界確定とは

地籍編製図（編纂事業）

土地台帳附属地図

公 図



境界確定の実務境界確定の実務

土地所有者からの申込み
・申込書（土地所有者全員）
・登記全部事項証明書
・印鑑証明書

受理・受付

土地家屋調査士等による測量
・申込者による発注（費用負担）

資料調査及び現地事前調査

申込人・市職員・隣地所有者等関係人による現地立会

・記録の作成

決裁

申込者による利害関係人の承諾印

確定通知書発行

・手数料の受領、計算（決算）
・確定情報、境界座標等のデー
タ作成・管理

受理・受付



境界確定管理システム境界確定管理システム

受理・受付

境界確定の実務境界確定の実務

土地所有者からの申込み
・申込書（土地所有者全員）
・登記全部事項証明書
・印鑑証明書

受理・受付

土地家屋調査士等による測量
・申込者による発注（費用負担）

資料調査及び現地事前調査

申込人・市職員・隣地所有者等関係人による現地立会

・記録の作成

決裁

申込者による利害関係人の承諾印

確定通知書発行

・手数料の受領、計算（決算）
・確定情報、境界座標等のデー
タ作成・管理

資料調査及び現地事前調査



資料調査

境界確定管理システム境界確定管理システム

境界確定の実務境界確定の実務

土地所有者からの申込み
・申込書（土地所有者全員）
・登記全部事項証明書
・印鑑証明書

受理・受付

土地家屋調査士等による測量
・申込者による発注（費用負担）

資料調査及び現地事前調査

申込人・市職員・隣地所有者等関係人による現地立会

・記録の作成

決裁

申込者による利害関係人の承諾印

確定通知書発行

・手数料の受領、計算（決算）
・確定情報、境界座標等のデー
タ作成・管理

決裁

確定通知書発行

・手数料の受領、計算（決算）
・確定情報、境界座標等のデー
タ作成・管理



・記録の作成、決裁

境界確定管理システム境界確定管理システム

確定通知書発行・手数料の計算（決算）

境界確定管理システム境界確定管理システム
境界座標等のデータ作成・管理



境界確定管理システム境界確定管理システム
成果の利活用（証明書の発行）

地籍調査の地籍ってなんなの？
地籍調査って何を調べるの？

人に戸籍があるように、土地にも土地の
戸籍（地番・地目・地積〔面積〕・所有者）
があります。
地籍調査は、国土調査法という法律に基
づき、 一つ一つの土地について、所
在・地番・地目・所有者及び境界を所有
者等の立会のうえ調査・確認します。

地籍調査とは地籍調査とは



地籍の情報は、登記所（法
務局）の簿冊（登記簿）と
地図によって表されていま
す。

（※ 図はイメージです）

しかしながら、これらの記録
は、いまだに明治初期の地租
改正事業の調査記録を基礎
としており、現地と大きく食い
違いが生じているものが多く、
面積等が正確ではありませ
ん。

地籍調査とは地籍調査とは

地籍調査が実施されず、このよ
うな状況が依然放置されている
地域では土地にかかわる多くの
行政活動や経済活動に支障をき
たしたり、無駄が生じたりして
います。

地籍調査とは土地の最も基礎的
な情報である地籍（地番、地目、
境界、面積、所有者）を明らか
にし、その結果を記録すること
によりこのような状況を改善す
ることを目的として実施するも
のです。

（※ 図はイメージです）

地籍調査とは地籍調査とは

土地取引等を行う際のリスク

災害復旧の遅れの要因

公共用地の適正管理への妨げ



対象面積
(km2)

実績面積
(km2)

進捗率
(%)

DID（人口集中地区） 12,255 2,714 22

DID以外

宅地 17,793 9,237 52

農用地 72,058 51,801 72

林地 184,094 78,512 43

合計 286,200 142,264 50

全国の地籍調査の実施状況

地籍調査とは地籍調査とは

地籍調査（1951年（昭和26年）～）
第２次世界大戦により疲弊（ひへい）した日本を再建するためには、国土資源
の高度利用が不可欠でした。 しかし、その前提となる国土に関する基礎資料が
整備されていなかったことから、まず、国土の実態を正確に把握することが強
く求められました。 現在の地籍調査は、このような背景の下で昭和26年に制
定された「国土調査法」に基づいて行われています。
昭和32年からは、地籍調査の成果を用いて登記簿の情報の修正が行われるよう
になっています。

地籍調査とは地籍調査とは

都市部での促進方策
・都市再生地籍調査事業（官民境界等先行調査（H14～）
・都市部官民境界基本調査（H22～）

豊中市では 官民境界等先行調査をH16から実施

都市部官民境界基本調査をH２２から実施

・中止してた区域確定業務と同じ内容の事業で事業費の３
／４が補助金及び基本調査では全額国負担

・この事業により将来は境界確定業務が不要に



事業種別 地区名
面積（ｋ
㎡）

％

道路区域確定事業 市内北部地域 １３．７７ ４１．５

道路区域確定事業
（立会省略方式）

市内中部地域 １．１８ ３．６

土地区画整理事業（19条5
項指定）

少路特定、野田、
西泉丘、少路南

０．３８ １．１

一筆地調査（モデル事業）
宝山町・山ノ上
町、上野東

０．０２ ０．１

官民境界等先行調査
服部元・豊・西・
寿・南町、利倉東

１．４１ ４．２

都市部官民境界基本調査 新千里北町２丁目 ０．６０ １．８

実施地区合計 １７．３６ ５２．３

新住宅市街地法（都市部官
民境界基本調査実施予定）

新千里北・西・
東・南町

３．００ １０．２

未実施地区 １２．８４ ３８．７

地籍調査対象地合計 ３３．２０ １００．０

除外地 空港・緑地・河川 ３．１０

合 計

地籍調査の取組み状況

都市部官民境界基本調査箇所

都市部官民境界基本調査計画

Ｈ２２ ０．２２K㎡ 新千里北町２丁目地区

Ｈ２３ ０．３８K㎡ 新千里北町１丁目、３丁目地区

Ｈ２４ ０．２９K㎡ 新千里西町２丁目、３丁目地区

Ｈ２５ ０．３７K㎡ 新千里南町１丁目、２丁目地区

Ｈ２６ ０．５２K㎡
新千里南町３丁目、新千里東町
２丁目、３丁目地区



地籍調査実施地区

官民境界等先行調査実施地区

Ｈ１６ 0.25K㎡
服部元町1・2丁目、

服部豊町1・2丁目地区

Ｈ１７ 0.22K㎡ 服部西町1～3丁目地区

Ｈ１８ 0.21K㎡
服部西町4・5丁目、
利倉東2丁目地区

Ｈ１９ 0.27K㎡
服部寿町1・2丁目、
利倉東1丁目地区

Ｈ２０ 0.09K㎡ 服部寿町3丁目地区

H２１ 0.14K㎡ 服部南町2・4・5丁目地区

H２２ 0.08K㎡ 服部南町1・3丁目地区

H２３ 0.15K㎡ 北条町1丁目地区

計 1.41K㎡

（実施状況は平成24年度4月時点、進捗率は平成23年度末時点の情報）

市町村名 地籍調査状況 進捗率

豊中市 調査実施中： 現在、引き続き地籍調査が行われています。 33%

豊中市の地籍調査実施状況豊中市の地籍調査実施状況

地籍調査WEBサイト



調査図素図作成
法務局調査（公図・
登記簿）

固定資産税調査（
送付先）

資料調査 図根点測量
境界点点検測量・
復元測量

地元説明会

地籍調査の実務地籍調査の実務

調査対象者の調査（土地
一覧作成）

説明会対象者名簿作成

案内通知・宛名印刷作成

現地調査（立会） 立会日程の決定、
案内通知・宛名印刷作成

現地調査（立会）

地籍境界調査票作成

立会記録の作成

地籍調査成果
調査図及び境界点番号
図・境界点成果簿の作成

データ（境界点・基準点）
のシステム取込み、
境界確定管理システム
への転送

調査対象者の調査（土地
一覧作成） 情報収集

地籍調査支援システムの機能（情報収集）地籍調査支援システムの機能（情報収集）
調査対象者の調査（土地一覧作成）



地籍調査支援システムの機能（土地一覧）地籍調査支援システムの機能（土地一覧）

調査図素図作成
法務局調査（公図・
登記簿）

固定資産税調査（
送付先）

資料調査 図根点測量
境界点点検測量・
復元測量

地元説明会

地籍調査の実務地籍調査の実務

調査対象者の調査（土地
一覧作成）

説明会対象者名簿作成

案内通知・宛名印刷作成

現地調査（立会） 立会日程の決定、
案内通知・宛名印刷作成

現地調査（立会）

地籍境界調査票作成

立会記録の作成

地籍調査成果
調査図及び境界点番号
図・境界点成果簿の作成

データ（境界点・基準点）
のシステム取込み、
境界確定管理システム
への転送

説明会対象者名簿作成

案内通知・宛名印刷作成

説明会支援



地籍調査支援システムの機能（説明会）地籍調査支援システムの機能（説明会）

案内通知・宛名印刷作成

調査図素図作成
法務局調査（公図・
登記簿）

固定資産税調査（
送付先）

資料調査 図根点測量
境界点点検測量・
復元測量

地元説明会

地籍調査の実務地籍調査の実務

調査対象者の調査（土地
一覧作成）

説明会対象者名簿作成

案内通知・宛名印刷作成

現地調査（立会） 立会日程の決定、
案内通知・宛名印刷作成

現地調査（立会）

地籍境界調査票作成

立会記録の作成

地籍調査成果
調査図及び境界点番号
図・境界点成果簿の作成

データ（境界点・基準点）
のシステム取込み、
境界確定管理システム
への転送

立会支援

立会日程の決定、
案内通知・宛名印刷作成

立会記録の作成



地籍調査支援システムの機能（立会支援）地籍調査支援システムの機能（立会支援）

立会日程の決定案内通知・宛名印刷作成

地籍調査支援システムの機能（立会支援）地籍調査支援システムの機能（立会支援）



調査図素図作成
法務局調査（公図・
登記簿）

固定資産税調査（
送付先）

資料調査 図根点測量
境界点点検測量・
復元測量

地元説明会

地籍調査の実務地籍調査の実務

調査対象者の調査（土地
一覧作成）

説明会対象者名簿作成

案内通知・宛名印刷作成

現地調査（立会） 立会日程の決定、
案内通知・宛名印刷作成

現地調査（立会）

地籍境界調査票作成

立会記録の作成

地籍調査成果
調査図及び境界点番号
図・境界点成果簿の作成

データ（境界点・基準点）
のシステム取込み、
境界確定管理システム
への転送

成果の管理及
び活用

データ（境界点・基準点）
のシステム取込み、
境界確定管理システム
への転送

地籍調査成果地籍調査成果
データ（境界点・基準点）のシステ
ム取込み、
境界確定管理システムへの転送



なにわ方式地籍調査事業なにわ方式地籍調査事業

STEP１: 街区基準点等、各市町村の基準点
を適正に管理

STEP２: 管理する基準点をもとに官民境界
等先行調査を実施

STEP３: 街区単位のアウトフレームを確定

STEP４: 成果を地籍情報管理活用システム

に反映

STEP５: システムにより民間の土地異動情
報を、官民成果にはめ込む

STEP６: 街区内の土地異動情報が収集され
れば、地籍調査完了

STEP 7: 完了後も情報収集により、地籍情報
管理システムとして活用

なにわ方式による官民境界等先行調査の手引きなにわ方式による官民境界等先行調査の手引き

第1章 官民境界先行調査促進のために

大阪府地籍調査促進戦略、地籍調査事業につ
いて、官民境界等先行調査とGIS、成果の利
活用

第2章 官民境界等先行調査実施の手順

実施手順（A～H‘工程）、工程管理と検査

第3章 なにわ方式地籍調査推進策につ
いて

第4章 各市町等の地籍調査事例

各市町等の取組みと事例の紹介

資料 様式等


